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(57)【要約】
【課題】耐摩耗性に優れた摺動部材を提供する。
【解決手段】摺動部材は、基材と、この基材の摺動部位
に形成された被膜層とを備える。被膜層は、互いに結合
した複数の粒子からなり、複数の粒子として鉄基合金粒
子を含む。鉄基合金粒子は粒子表面側にナノ結晶組織及
び／又は非晶質組織を有する。鉄基合金粒子は、炭素と
、鉄基合金粒子の構成元素と炭素との炭化物及び／又は
鉄基合金粒子の構成元素とケイ素若しくは窒素との化合
物からなる析出物とを含む。鉄基合金粒子における炭素
分の含有率が０．０８質量％以上である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、この基材の摺動部位に形成された被膜層とを備えた摺動部材であって、
　前記被膜層は、互いに結合した複数の粒子からなり、前記複数の粒子として鉄基合金粒
子を含み、
　前記鉄基合金粒子は粒子表面側にナノ結晶組織及び／又は非晶質組織を有し、
　前記鉄基合金粒子は、炭素と、前記鉄基合金粒子の構成元素と炭素との炭化物及び／又
は前記鉄基合金粒子の構成元素とケイ素若しくは窒素との化合物からなる析出物とを含み
、前記鉄基合金粒子における炭素分の含有率が０．０８質量％以上である
ことを特徴とする摺動部材。
【請求項２】
　前記鉄基合金粒子がクロムを含み、クロムの含有率が０．２０質量％以上であることを
特徴とする請求項１に記載の摺動部材。
【請求項３】
　前記鉄基合金粒子が、バナジウム、タングステン、モリブデン及びマンガンからなる群
より選ばれた少なくとも１種を含むことを特徴とする請求項２に記載の摺動部材。
【請求項４】
　前記鉄基合金粒子がバナジウムとタングステンとを含み、バナジウムの含有率が０．９
０～５．２０質量％であり、タングステンの含有率が１．２０～１９．０質量％であるこ
とを特徴とする請求項３に記載の摺動部材。
【請求項５】
　前記被膜層が気孔を有し、前記被膜層の気孔率が５面積％以下であることを特徴とする
請求項１～４のいずれか１つの項に記載の摺動部材。
【請求項６】
　前記鉄基合金粒子が、粒子中心側にミクロ結晶組織を含む芯部を有することを特徴とす
る請求項１～５のいずれか１つの項に記載の摺動部材。
【請求項７】
　前記被膜層が、前記複数の粒子として銅基合金粒子及び／又はコバルト基合金粒子を含
むことを特徴とする請求項１～６のいずれか１つの項に記載の摺動部材。
【請求項８】
　前記鉄基合金粒子がケイ素を含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか１つの項に
記載の摺動部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、摺動部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、耐摩耗性に優れかつ相手攻撃性の小さいバルブシート用焼結合金が提案されてい
る（特許文献１参照。）。このバルブシート用焼結合金では、焼結合金スケルトンのマト
リックス中に、硬質合金粒子（Ａ）と、硬質合金粒子（Ｂ）と、セラミックス粒子（Ｃ）
と、ＣａＦ２粒子（Ｄ）とが、Ａ：２０～３０ｗｔ％、Ｂ：１～１０ｗｔ％、Ｃ：１～１
０ｗｔ％、Ｄ：０．５～７ｗｔ％（Ａ＋Ｂ＋Ｃ：４０ｗｔ％未満）の割合で分散されてい
る。このバルブシート用焼結合金では、焼結合金スケルトンの空孔に銅ないし銅合金が１
０～２０ｗｔ％溶浸されている。焼結合金スケルトンは、炭素：１．０～１．３ｗｔ％、
クロム：１．５～３．４ｗｔ％、残部が鉄及び不可避不純物からなる。硬質合金粒子（Ａ
）の硬度は、硬度ＨＶ５００～９００である。硬質合金粒子（Ｂ）の硬度は、硬度ＨＶ１
０００以上である。セラミックス粒子（Ｃ）の硬度は、硬度ＨＶ１５００以上である。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開平６－１７９９３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されたバルブシート用焼結合金は、耐摩耗性に関して
改善の余地があった。
【０００５】
　本発明は、このような従来技術の有する課題に鑑みてなされたものである。そして、本
発明は、優れた耐摩耗性を実現し得る摺動部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた。その結果、互いに結合した
複数の粒子からなり、複数の粒子として所定の鉄基合金粒子を含む被膜層を基材の摺動部
位に形成することにより、上記目的が達成できることを見出し、本発明を完成するに至っ
た。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、耐摩耗性に優れた摺動部材を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１の形態に係る摺動部材を模式的に示す断面図である。
【図２】図２は、図１に示した摺動部材のＩＩ線で囲んだ部分の拡大図である。
【図３】図３は、摺動部材の被膜層に含まれる鉄基合金粒子の一例（実施例１）の透過型
電子顕微鏡像である。
【図４】図４は、摺動部材の被膜層に含まれる鉄基合金粒子の他の一例（実施例２）の透
過型電子顕微鏡像である。
【図５】図５は、第２の形態に係る摺動部材を模式的に示す断面図である。
【図６】図６は、図５に示した摺動部材のＶＩ線で囲んだ部分の拡大図である。
【図７】図７は、摺動部材を適用した内燃機関の動弁機構の一例を模式的に示す断面図で
ある。
【図８】図８は、摺動部材を適用した内燃機関の軸受機構の一例を模式的に示す断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一形態に係る摺動部材について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１０】
（第１の形態）
　まず、第１の形態に係る摺動部材について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、
以下の各形態で引用する図面の寸法比率は、説明の都合上誇張されており、実際の比率と
は異なる場合がある。
【００１１】
　図１は、第１の形態に係る摺動部材を模式的に示す断面図である。また、図２は、図１
に示した摺動部材のＩＩ線で囲んだ部分の拡大図である。
【００１２】
　図１及び図２に示すように、第１の形態の摺動部材１は、基材１０と、基材１０の摺動
部位に形成された被膜層２０とを備えている。なお、図示例では、被膜層２０の表面２０
ａが摺動面である。
【００１３】
　被膜層２０は、互いに結合した複数の粒子３０からなり、複数の粒子３０として鉄基合
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金粒子３１を含んでいる。なお、図示例では、複数の粒子３０の全てが鉄基合金粒子３１
からなる。また、鉄基合金粒子３１は、粒子表面側にナノ結晶組織及び非晶質組織のいず
れか一方又は双方３１Ａを有し、粒子中心側に芯部３１Ｃを有している。
【００１４】
　ここで、本発明において「鉄基合金」とは、合金中に最も多く含まれる成分が鉄である
ことを意味する。
【００１５】
　また、ナノ結晶組織及び非晶質組織のいずれか一方又は双方３１Ａは、層状部を形成し
ていてもよい。なお、この層状部は、連続層であっても非連続層であってもよい。
【００１６】
　ここで、本発明において「ナノ結晶組織」とは、ナノメートルオーダーのサイズを有す
る結晶組織を意味する。特に限定されないが、ナノ結晶組織は、結晶粒径の最大長径が１
０～１００ｎｍ程度の大きさであることが好ましい。
【００１７】
　なお、「最大長径」とは、ナノ結晶組織、後述する非晶質組織、ミクロ結晶組織、析出
物などを、走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡などを用いて観察したときの各種組織や
析出物の輪郭線上の任意の２点間の距離のうち最大の距離を意味する。この観察の際、必
要に応じてエネルギー分散型Ｘ線分析、後方散乱電子回折分析などを組み合わせてもよい
。
【００１８】
　また、本発明において「非晶質組織」とは、ナノ結晶組織と同程度であるナノメートル
オーダーのサイズを有する非晶質組織を意味する。特に限定されないが、ナノ結晶組織と
同様に非晶質組織も、最大長径が１０～１００ｎｍ程度の大きさであることが好ましい。
【００１９】
　また、図示しないが、被膜層は、気孔を有していてもよい。
【００２０】
　なお、特に限定されるものではないが、芯部３１Ｃは、ミクロ結晶組織（図示せず。）
を含んでいることが好ましい。
【００２１】
　ここで、本発明において「ミクロ結晶組織」とは、マイクロメートルオーダーのサイズ
を有する結晶組織を意味する。特に限定されないが、ミクロ結晶組織は、結晶粒径の最大
長径が１～１０μｍ程度の大きさであることが好ましく、１～５μｍ程度の大きさである
ことがより好ましい。
　ナノ結晶組織とミクロ結晶組織とが共存する組織とすることによって、強度と靭性とを
両立することができると考えられる。
【００２２】
　さらに、図３は、摺動部材の被膜層に含まれる鉄基合金粒子の一例（実施例１参照。）
の透過型電子顕微鏡像である。さらに、図４は、摺動部材の被膜層に含まれる鉄基合金粒
子の他の一例（実施例２参照。）の透過型電子顕微鏡像である。
【００２３】
　図３及び図４に示すように、鉄基合金粒子３１は、炭素と、鉄基合金粒子の構成元素と
炭素との炭化物及び鉄基合金粒子の構成元素とケイ素若しくは窒素との化合物のいずれか
一方又は双方からなる析出物３１Ｂとを含んでいる。この析出物３１Ｂは、上述した層状
部の近傍又はその内部に点状に分散した状態で存在している。また、特に限定されるもの
ではないが、析出物は、最大長径が１０～１００ｎｍ程度の大きさであることが好ましい
。
【００２４】
　ここで、本発明において「鉄基合金粒子の構成元素と炭素との炭化物」とは、代表的に
は、鉄基合金粒子の構成元素の典型例である合金元素の炭化物を意味する。具体的には、
例えば、クロム炭化物、バナジウム炭化物、タングステン炭化物、モリブデン炭化物、マ
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ンガン炭化物などを挙げることができる。ただし、これらに限定されるものではなく、本
発明において「鉄基合金粒子の構成元素と炭素との炭化物」には、セメンタイトのような
鉄炭化物も含まれる。
【００２５】
　また、本発明において「鉄基合金粒子の構成元素とケイ素若しくは窒素との化合物」と
は、鉄基合金粒子がケイ素を含んでいる場合には鉄基合金粒子の構成元素のケイ化物を意
味し、鉄基合金粒子が窒素を含んでいる場合には鉄基合金粒子の構成元素の窒化物を意味
し、鉄基合金粒子がケイ素及び窒素を含んでいる場合には鉄基合金粒子の構成元素のケイ
化物及び窒化物のいずれか一方又は双方を意味する。
【００２６】
　また、図示しないが、鉄基合金粒子は炭化物以外の形態で炭素を含む場合がある。炭化
物以外の形態としては、鉄基合金粒子の構成元素と炭素との固溶体などの合金を挙げるこ
とができる。さらに、図示しないが、鉄基合金粒子における炭素分の含有率は、０．０８
質量％以上である。なお、例えば、炭化物の炭素分とは、炭化物における炭素だけを指す
。
【００２７】
　ここで、鉄基合金粒子における炭素分の含有率は、例えば、波長分散型Ｘ線分析法によ
って測定することができる。また、コールドスプレー法によって被膜層を形成する場合に
は、鉄基合金原料粒子を溶解しないので、鉄基合金原料粒子の成分組成は鉄基合金粒子に
おいて殆ど維持される。
【００２８】
　上述のように、所定の被膜層を備えた摺動部材であるので、優れた耐摩耗性を発揮する
ようになる。
【００２９】
　ここで、上記「所定の被膜層」とは、互いに結合した複数の粒子からなり、複数の粒子
として鉄基合金粒子を含み、鉄基合金粒子が粒子表面側にナノ結晶組織及び非晶質組織の
いずれか一方又は双方を有し、鉄基合金粒子が炭素と、鉄基合金粒子の構成元素と炭素と
の炭化物及び鉄基合金粒子の構成元素とケイ素若しくは窒素との化合物のいずれか一方又
は双方からなる析出物とを含み、鉄基合金粒子における炭素分の含有率が０．０８質量％
以上であるものをいう。
【００３０】
　所定の被膜層を備えた摺動部材は、例えば、コールドスプレー法によって形成すること
ができる。これに対して、溶射法や焼結法では、所定の被膜層を備えた摺動部材が得られ
ない。
【００３１】
　また、オーステナイト系ステンレス鋼として一般的な日本工業規格Ｇ４３０３に規定さ
れるＳＵＳ３１６ＬやＳＵＳ３０４Ｌにおいては、炭素分の含有率が０．０８質量％未満
である。このような鉄基合金原料粒子を用いた場合には、コールドスプレー法によっても
、摺動部材における耐摩耗性を向上させることができない。
【００３２】
　なお、本発明者らは、上述のような鉄基合金原料粒子を用い、コールドスプレー法によ
って形成された硬質皮膜について、以下の技術知見を得ている。
【００３３】
　このような硬質皮膜は、熱で回復し易い加工硬化、加工誘起変態を生じさせているため
、バルブシートなどの熱負荷が高い部位に適用した場合に、摩耗量が大きい。
【００３４】
　現時点においては、以下のような理由により、耐摩耗性の向上効果が得られていると考
えている。
【００３５】
　鉄基合金原料粒子は、マイクロメートルオーダーの結晶粒径を有した過飽和固溶体であ
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る。コールドスプレー装置によって基材に吹き付けられた鉄基合金原料粒子は、基材又は
基材に付着している鉄基合金粒子に衝突して、強い力が加わり、マテリアルジェットと呼
ばれる現象が生じる。その際、周囲の基材や別の鉄基合金粒子との間に拡散層が形成され
る。この拡散層の周囲は、強加工が施された状態、かつ、急熱、急冷に曝された状態とな
る。その結果、結晶粒径のサイズが微細になり、ナノ結晶組織や非晶質組織が形成される
。また、この鉄基合金原料粒子は、一定程度の炭素を含んでいる。そのため、コールドス
プレーによって被膜層を形成する際に、ナノ結晶組織や非晶質組織の近傍に、鉄基合金粒
子の構成元素の炭化物からなる析出物が点状に分散した状態で生成する。また、この鉄基
合金原料粒子がケイ素や窒素を含んでいる場合には、コールドスプレーによって被膜層を
形成する際に、ナノ結晶組織や非晶質組織の近傍に、鉄基合金粒子の構成元素とケイ素若
しくは窒素との化合物からなる析出物が点状に分散した状態で生成する。鉄基合金粒子に
おいて析出物が生成することにより、被膜層の強度が高くなる。その結果、被膜層の耐摩
耗性が向上する。
【００３６】
　ただし、上記の理由以外の理由により、上述の効果が得られていたとしても、本発明の
範囲に含まれることは言うまでもない。
【００３７】
　ここで、各構成要素について更に詳細に説明する。
【００３８】
　上記基材１０は、特に限定されるものではないが、詳しくは後述する摺動部材の製造方
法、つまり、被膜層の形成方法に適用し得る金属であることが好ましい。また、基材は、
摺動部材が内燃機関に適用された場合において、摺動部材が適用される高温環境下で使用
可能であるものであることが好ましいことは言うまでもない。
【００３９】
　そして、金属としては、例えば、従来公知のアルミニウムや鉄、チタン、銅などの合金
を適用することが好ましい。
【００４０】
　また、アルミニウム合金としては、例えば、日本工業規格で規定されているＡＣ２Ａ、
ＡＣ８Ａ、ＡＤＣ１２などを適用することが好ましい。さらに、鉄合金としては、例えば
、日本工業規格で規定されているＳＵＳ３０４、鉄系焼結合金などを適用することが好ま
しい。また、銅合金としては、例えば、ベリリウム銅や銅合金系焼結合金などを適用する
ことが好ましい。
【００４１】
　上記被膜層２０は、その気孔率が５面積％以下であることが好ましい。例えば、被膜層
の気孔率が大きいと強度が不足し、耐摩耗性を低下させる可能性があるという観点からは
、被膜層の気孔率は可能な限り小さいことが好ましい。なお、現時点においては、被膜層
の気孔率を０．１面積％まで低減することが可能となっているため、優れた耐摩耗性や生
産性の向上などをバランス良く実現し得るという観点からは、被膜層の気孔率は０．１～
５面積％であることが好ましく、０．１～２．００面積％であることがより好ましく、０
．５～１．７５面積であることが更に好ましく、０．５～１．５０面積％であることが特
に好ましい。ただし、このような範囲に何ら限定されるものではなく、本発明の効果を発
現できるものであれば、この範囲を外れていてもよいことは言うまでもない。また、被膜
層の断面における気孔率は、例えば、被膜層における断面の走査型電子顕微鏡像などの観
察、及び断面走査型電子顕微鏡像の２値化などの画像処理によって、算出することができ
る。
【００４２】
　さらに、上記被膜層は、その厚みに関して、特に限定されるものではない。つまり、被
膜層の厚みは適用される部位の温度や摺動環境により適宜調整すればよい。例えば、被膜
層の厚みは０．０５～５．０ｍｍであることが好ましく、０．１～２．０ｍｍであること
がより好ましい。被膜層の厚みが０．０５ｍｍ未満であると、被膜層自体の剛性が不足す
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るため、特に基材強度が低い場合に塑性変形を起こすことがある。また、被膜層の厚みが
１０ｍｍ超であると、成膜時に発生する残留応力と界面密着力の関係により被膜層の剥離
が生じる可能性がある。
【００４３】
　上記鉄基合金粒子３１は、粒子表面側にナノ結晶組織及び非晶質組織のいずれか一方又
は双方を有し、炭素と、鉄基合金粒子の構成元素と炭素との炭化物及び鉄基合金粒子の構
成元素とケイ素若しくは窒素との化合物のいずれか一方又は双方からなる析出物とを含み
、鉄基合金粒子における炭素分の含有率が０．０８質量％以上であれば特に限定されるも
のではない。鉄基合金の典型例としては、日本工業規格Ｇ４４０３に規定される高速度工
具鋼、日本工業規格Ｇ４３０３に規定されるマルテンサイト系ステンレス鋼、日本工業規
格Ｇ４４０４に規定される合金工具鋼などの鋼を挙げることができる。
【００４４】
　さらに、特に限定されるものではないが、耐摩耗性向上の観点から、鋼などの鉄基合金
における炭素分の含有率は、１．５質量％以下であることが好ましい。また、特に限定さ
れるものではないが、耐摩耗性向上の観点から、鋼などの鉄基合金における炭素分の含有
率は、０．３５～１．５質量％であることがより好ましく、０．８～１．５質量％である
ことが更に好ましい。ただし、このような範囲に何ら限定されるものではなく、本発明の
効果を発現できるものであれば、この範囲を外れていてもよいことは言うまでもない。
【００４５】
　さらに、特に限定されるものではないが、鋼などの鉄基合金におけるクロム分の含有率
は、０．２０質量％以上であることが好ましい。鋼などの鉄基合金におけるクロムの含有
率が０．２０質量％以上であると、耐摩耗性向上に寄与するクロム炭化物が形成され易い
。特に限定されるものではないが、耐摩耗性向上の観点から、鋼などの鉄基合金における
クロム分の含有率は、３～２０質量％であることがより好ましい。ただし、このような範
囲に何ら限定されるものではなく、本発明の効果を発現できるものであれば、この範囲を
外れていてもよいことは言うまでもない。
【００４６】
　さらに、特に限定されるものではないが、鋼などの鉄基合金が、バナジウム、タングス
テン、モリブデン、マンガンを含んでいることが好ましい。鋼などの鉄基合金にバナジウ
ム、タングステン、モリブデン、マンガンなどが含まれると、耐摩耗性向上に寄与するこ
れらの炭化物が形成され易い。これらは１種を単独で含んでいてもよく、２種以上を適宜
組み合わせて含んでいてもよい。ただし、これらに何ら限定されるものではなく、本発明
の効果を発現できるものであれば、これらの元素を含まなくてもよいことは言うまでもな
い。
【００４７】
　さらに、特に限定されるものではないが、鋼などの鉄基合金におけるバナジウム分の含
有率は、０．９～５．２０質量％であることが好ましい。鋼などの鉄基合金におけるバナ
ジウムの含有率が０．９～５．２０質量％であると、耐摩耗性向上に寄与するバナジウム
炭化物が形成され易い。ただし、このような範囲に何ら限定されるものではなく、本発明
の効果を発現できるものであれば、この範囲を外れていてもよいことは言うまでもない。
【００４８】
　さらに、特に限定されるものではないが、鋼などの鉄基合金におけるタングステン分の
含有率は、１．２０～１９．０質量％であることが好ましい。鋼などの鉄基合金における
タングステンの含有率が１．２０～１９．０質量％であると、耐摩耗性向上に寄与するタ
ングステン炭化物が形成され易い。ただし、このような範囲に何ら限定されるものではな
く、本発明の効果を発現できるものであれば、この範囲を外れていてもよいことは言うま
でもない。
【００４９】
　さらに、特に限定されるものではないが、鋼などの鉄基合金におけるモリブデン分の含
有率は、１～６質量％であることが好ましい。鋼などの鉄基合金におけるモリブデンの含
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有率が１～６質量％であると、耐摩耗性向上に寄与するモリブデン炭化物が形成され易い
。ただし、このような範囲に何ら限定されるものではなく、本発明の効果を発現できるも
のであれば、この範囲を外れていてもよいことは言うまでもない。
【００５０】
　さらに、特に限定されるものではないが、鋼などの鉄基合金におけるマンガン分の含有
率は、０．２～３質量％であることが好ましい。鋼などの鉄基合金におけるマンガンの含
有率が０．２～３質量％であると、耐摩耗性向上に寄与するマンガン炭化物が形成され易
い。ただし、このような範囲に何ら限定されるものではなく、本発明の効果を発現できる
ものであれば、この範囲を外れていてもよいことは言うまでもない。
【００５１】
　さらに、特に限定されるものではないが、耐摩耗性向上の観点から、鋼などの鉄基合金
粒子（基地）におけるビッカース硬さは、４００ＨＶ以上であることが好ましく、４５０
ＨＶ以上であることがより好ましく、５００ＨＶ以上であることが更に好ましく、６００
ＨＶ以上であることが特に好ましい。また、生産性を考慮すると、鉄基合金粒子（基地）
におけるビッカース硬さは１５００ＨＶ以下が好ましく、１０００ＨＶ以下がより好まし
く、７５０ＨＶ以下が更に好ましい。ただし、このような範囲に何ら限定されるものでは
なく、本発明の効果を発現できるものであれば、この範囲を外れていてもよいことは言う
までもない。
【００５２】
　なお、鋼などの鉄基合金粒子（基地）におけるビッカース硬さは、日本工業規格で規定
されているビッカース硬さ試験（日本工業規格Ｚ２２４４）に準拠して測定・算出するこ
とができる。また、測定位置を定めるに当たって、被膜層の走査型電子顕微鏡像や透過型
電子顕微鏡像などの観察を利用することができる。この観察の際、必要に応じてエネルギ
ー分散型Ｘ線分析、後方散乱電子回折分析などを組み合わせてもよい。
【００５３】
（第２の形態）
　次に、第２の形態に係る摺動部材について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、
上記の形態において説明したものと同等のものについては同一の符号を付して説明を省略
する。
【００５４】
　図５は、第２の形態に係る摺動部材を模式的に示す断面図である。また、図６は、図５
に示した摺動部材のＶＩ線で囲んだ部分の拡大図である。
【００５５】
　図５及び図６に示すように、第２の形態の摺動部材２は、被膜層２０が複数の粒子３０
として鉄基合金粒子３１の他に、銅基合金粒子３２及びコバルト基合金粒子３３を含んで
いる点で、第１の形態の摺動部材１と相違している。
【００５６】
　上述のように、所定の被膜層を備えた摺動部材であるので、優れた耐摩耗性を発揮する
ようになる。
【００５７】
　なお、図示しないが、鉄基合金粒子の他に、銅基合金粒子及びコバルト基合金粒子のい
ずれか一方のみを含む場合が、本発明の範囲に含まれることは言うまでもない。
【００５８】
　なお、図示しないが、銅基合金粒子及びコバルト基合金粒子のいずれか一方又は双方が
、粒子表面側にナノ結晶組織及び非晶質組織のいずれか一方又は双方を有していてもよい
。このような銅基合金粒子やコバルト基合金粒子を含む場合が、本発明の範囲に含まれる
ことは言うまでもない。
【００５９】
　ここで、上記銅基合金粒子及びコバルト基合金粒子について更に詳細に説明する。なお
、本発明において「銅基合金」及び「コバルト基合金」とは、それぞれ合金中に最も多く



(9) JP 2020-20008 A 2020.2.6

10

20

30

40

50

含まれる成分が銅及びコバルトであることを意味する。
【００６０】
　上記銅基合金としては、例えば、コルソン合金などの析出硬化系銅合金を挙げることが
できる。これにより、優れた耐摩耗性を実現できる。
【００６１】
　上記コバルト基合金としては、例えば、ＴＲＩＢＡＬＯＹ（登録商標）Ｔ－４００など
の硬質コバルト基合金や、Ｓｔｅｌｌｉｔｅ（登録商標）６などの硬質コバルト基合金を
挙げることができる。これにより、優れた耐摩耗性を実現できる。
【００６２】
　上記被膜層は、鉄基合金粒子の比率が５０面積％以上１００面積％以下であることが好
ましい。例えば、被膜層における鉄基合金粒子の比率が５０面積％よりも小さいと、混在
させる他の粒子の種類によっては強度が不足し、耐摩耗性を低下させる可能性がある。な
お、現時点においては、被膜層の気孔率を０．１面積％まで低減することが可能となって
いるため、優れた耐摩耗性や生産性の向上などをバランス良く実現し得るという観点から
は、鉄基合金粒子の比率は、５０～９９．９０面積％であることが好ましく、５０～９９
．５０面積％であることがより好ましく、７０～９９．５０面積％であることが更に好ま
しい。さらに、被膜層が鉄基合金粒子のみからなる場合には、鉄基合金粒子の比率は、９
８．５０～９９．９０面積％であることが好ましい。ただし、このような範囲に何ら限定
されるものではなく、本発明の効果を発現できるものであれば、この範囲を外れていても
よいことは言うまでもない。また、被膜層の断面における鉄基合金粒子の比率は、例えば
、被膜層における断面の走査型電子顕微鏡像などの観察、及び断面走査型電子顕微鏡像の
２値化などの画像処理によって、算出することができる。なお、この観察の際、必要に応
じてエネルギー分散型Ｘ線分析、後方散乱電子回折分析などを組み合わせてもよい。
【００６３】
　次に、上述した第１又は第２の形態に係る摺動部材の具体的な適用例について図面を参
照しながら詳細に説明する。なお、摺動部材を適用した内燃機関の動弁機構を例に挙げて
詳細に説明するが、特に限定されるものではない。また、被膜層の表面を摺動面とするこ
とは言うまでもない。なお、上記の形態において説明したものと同等のものについては、
それらと同一の符号を付して説明を省略する。
【００６４】
　図７は、摺動部材を適用した内燃機関の動弁機構の一例を模式的に示す断面図である。
より具体的には、エンジンバルブを含む動弁機構を模式的に示す断面図である。図７に示
すように、カムロブ４０が回転すると、バルブリフタ４１がバルブスプリング４２を圧縮
しつつ押し下げられると同時に、エンジンバルブ４３がステムシール４４を有するバルブ
ガイド４５に案内されて押し下げられ、シリンダヘッド４６におけるエンジンバルブ４３
の着座部４６Ａからエンジンバルブ４３が離間して、排気ポート４７と図示しない燃焼室
とが連通する（エンジンバルブの開き状態）。その後、カムロブ４０がさらに回転すると
、バルブスプリング４２の反発力により、バルブリフタ４１、リテーナ４８及びコッタ４
９とともにエンジンバルブ４３が押し上げられ、着座部４６Ａにエンジンバルブ４３が接
触して排気ポート４７と図示しない燃焼室とを遮断する（エンジンバルブの閉じ状態）。
このようなエンジンバルブ４３開閉をカムロブ４０の回転と同期して行う。そして、この
ようにエンジンバルブ４３のバルブステム４３Ａはシリンダヘッド４６側に圧入されたバ
ルブガイド４５の中を通って、オイル潤滑されながら組み込まれている。また、図示しな
い燃焼室の開閉弁部分にあたるエンジンバルブ４３のバルブフェース４３Ｂは動作時にシ
リンダヘッド４６におけるエンジンバルブ４３の着座部４６Ａと接触又は非接触状態とな
る。なお、図７においては、排気ポート４７側を示したが、本発明の摺動部材は、図示し
ない吸気ポート側に適用することもできる。
【００６５】
　そして、シリンダヘッド及びエンジンバルブの摺動部位であるシリンダヘッドにおける
エンジンバルブの着座部４６Ａの摺動面４６ａに、上述した被膜層が形成された摺動部材
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、例えば、上述した第１又は第２の形態における摺動部材（１，２）が適用されている。
これにより、焼結処理させて得られる被膜層を有する摺動部材と比較して、優れた耐摩耗
性を有する。また、本発明の摺動部材をシリンダヘッドに適用することにより、圧入型の
バルブシートをなくすことが可能となる。その結果、排気ポートや吸気ポートの形状自由
化やエンジンバルブの径拡大を図ることが可能となり、エンジンの燃費や出力、トルクな
どを向上させることが可能となる。
【００６６】
　また、例えば、図示しないが、バルブステムの摺動面及び相手材であるバルブガイドの
摺動面の一方若しくは双方に、並びに／又は、バルブステム軸端の摺動面、バルブフェー
スの摺動面及び圧入型のバルブシートの摺動面からなる群より選ばれた少なくとも１箇所
に、上述した被膜層が形成された摺動部材、例えば、上述した第１又は第２の形態におけ
る摺動部材を適用することもできる。これにより、焼結処理させて得られる被膜層を有す
る摺動部材と比較して、優れた耐摩耗性を有する。
【００６７】
　つまり、シリンダヘッドは、上記形態の摺動部材をエンジンバルブの着座部に有するこ
とが好ましい。また、他のシリンダヘッドは、上記形態の摺動部材を有するバルブシート
を備えたシリンダヘッドであって、該摺動部材を該バルブシートのエンジンバルブの着座
部に有することが好ましい。さらに、バルブシートは、上記形態の摺動部材をエンジンバ
ルブの着座部に有することが好ましい。また、エンジンバルブは、上記形態の摺動部材を
バルブフェースに有することが好ましい。さらに、他のエンジンバルブは、上記形態の摺
動部材をバルブガイドとの摺動部位に有することが好ましい。
【００６８】
　さらに、上述した第１又は第２の形態に係る摺動部材の具体的な適用例について図面を
参照しながら詳細に説明する。なお、被膜層の表面側を摺動面とすることは言うまでもな
い。また、上記の形態において説明したものと同等のものについては、それらと同一の符
号を付して説明を省略する。
【００６９】
　図８は、摺動部材を適用した内燃機関の軸受機構の一例を模式的に示す断面図である。
より具体的には、コンロッドの摺動部材である軸受メタルを含む軸受機構を模式的に示す
断面図である。図８に示すように、コンロッド６０の図示しないクランク側の大端部６０
Ａは上下に２分割されている。そして、大端部６０Ａには、クランクピン６１を受けるた
めの２分割された軸受メタル６２が配設されている。
【００７０】
　そして、軸受メタル６２として、その摺動面６２ａに、上述した被膜層が形成された摺
動部材、例えば、上述した第１又は第２の形態における摺動部材（１，２）が適用されて
いる。これにより、焼結処理させて得られる被膜層を有する摺動部材と比較して、優れた
耐摩耗性を有する。
【００７１】
　また、例えば、図示しないが、コンロッドの図示しないピストン側の小端部におけるピ
ストンピンを受けるための２分割された軸受メタルの摺動面に、上述した被膜層が形成さ
れた摺動部材、例えば、上述した第１又は第２の形態における摺動部材を適用することも
できる。これにより、焼結処理させて得られる被膜層を有する摺動部材と比較して、優れ
た耐摩耗性を有する。
【００７２】
　つまり、内燃機関の軸受機構は、上記形態の摺動部材を内燃機関の軸受機構の軸受メタ
ルに有することが好ましい。なお、コンロッドの大端側の摺動面に直接成膜（メタルを使
わずに直接形成）することもできる。また、コンロッドの小端側の摺動面に直接成膜（メ
タルを使わずに直接形成）することもできる。
【００７３】
　なお、摺動部材は、ピストンリングやピストンに適用することもできる。つまり、被膜
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層をピストンリングの表面に適用することが好ましい。また、被膜層をピストンのリング
溝内面に適用することが好ましい。さらに、摺動部材は、被膜層をシリンダボア内面（シ
リンダライナーの代替や、ボア溶射の代替とすることができる。）に適用することが好ま
しい。また、摺動部材は、被膜層をクランクシャフトのジャーナルのメタルに適用するこ
とが好ましい。さらに、摺動部材は、被膜層をクランクシャフトのジャーナルのメタルの
部位に直接成膜（メタルを使わずに被膜層を直接形成する。）することが好ましい。また
、摺動部材は、被膜層をカムシャフトのジャーナルのメタルの表面に適用することが好ま
しい。さらに、摺動部材は、被膜層をカムシャフトのジャーナルのメタルの部位に直接成
膜（メタルを使わずに被膜層を直接形成する。）することが好ましい。また、摺動部材は
、被膜層をカムシャフトのカムロブ表面に適用することが好ましい。さらに、摺動部材は
、被膜層をピストンとピストンピンのメタルに適用することが好ましい。また、摺動部材
は、被膜層をピストンとピストンピンのメタルの部位に直接成膜することが好ましい。さ
らに、摺動部材は、被膜層をピストンスカートの表面に適用することが好ましい。また、
摺動部材は、被膜層をバルブリフタの冠面に適用することが好ましい。さらに、摺動部材
は、被膜層をバルブリフタの側面に適用することが好ましい。また、摺動部材は、被膜層
をシリンダヘッドにおけるリフターボアのバルブリフタとの摺動面に適用することが好ま
しい。さらに、摺動部材は、被膜層をスプロケットの歯の表面（このとき、例えば、鉄焼
結合金のスプロケットの代わりにアルミニウム焼結合金のスプロケット上に被膜層を形成
する。）に適用することが好ましい。また、摺動部材は、被膜層をチェーンのピンに適用
することが好ましい。さらに、摺動部材は、被膜層をチェーンプレートに適用することが
好ましい。
【００７４】
　また、上述した第１又は第２の形態における摺動部材は、被膜層を内燃機関以外の歯車
の歯の表面（このとき、例えば、鋼の歯車をアルミニウム合金化し、このアルミニウム合
金上に被膜層を形成する。）に適用することが好ましい。ここで、内燃機関以外とは、例
えば、自動車のデファレンシャルギアや、自動車の発電機、自動車以外の発電機などを挙
げることができる。さらに、上述した第１又は第２の形態における摺動部材は、すべり軸
受け全般（転がり軸受ではない広義の意味でのすべり軸受けである。）に適用することが
好ましい。
【００７５】
　次に、摺動部材の製造方法について詳細に説明する。摺動部材の製造方法は、例えば、
上述した形態における基材と、基材上に形成された所定の被膜層とを備えた摺動部材を製
造する方法である。この摺動部材の製造方法は、鉄基合金原料粒子、又は鉄基合金原料粒
子と銅基合金原料粒子及びコバルト基合金原料粒子のいずれか一方又は双方とを含む混合
物を、非溶融の状態で基材上に吹き付けて、基材上に所定の被膜層を形成する工程を含む
。
【００７６】
　上述のように、非溶融の状態とした鉄基合金原料粒子又は混合物を、基材上に吹き付け
て、基材上に所定の被膜層を形成することにより、耐摩耗性に優れた被膜層を効率良く形
成することができる。換言すれば、キネティックスプレー、コールドスプレー、ウォーム
スプレーなどと呼ばれる方法により被膜層を形成することにより、耐摩耗性に優れた被膜
層を効率良く形成することができる。ただし、本発明の摺動部材は、このような製造方法
により製造されたものに限定されるものではない。
【００７７】
　ここで、より具体的な製造方法についてさらに詳細に説明する。
【００７８】
　上述したように、鉄基合金原料粒子又は混合物を基材上に吹き付ける際には、鉄基合金
原料粒子又は混合物を、基材及び被膜層の少なくとも一方に塑性変形部を形成する速度で
、基材に吹き付けることが好ましい。これにより、より耐摩耗性に優れた被膜層を効率良
く形成することができる。
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【００７９】
　例えば、鉄基合金原料粒子又は混合物を吹き付けるために供給する作動ガスの圧力を０
．５～５ＭＰａとすることが好ましく、０．８～４ＭＰａとすることがより好ましく、０
．８～３．５ＭＰａとすることが更に好ましい。作動ガスの圧力を０．５ＭＰａ未満とす
ると、粒子速度が得られず、気孔率が大きくなることがある。ただし、このような範囲に
何ら制限されるものではなく、本発明の効果を発現できるものであれば、この範囲を外れ
ていてもよいことは言うまでもない。
【００８０】
　また、作動ガスの温度は、特に限定されるものではないが、例えば、４００～８００℃
とすることが好ましく、６００～８００℃とすることがより好ましい。作動ガスの温度を
４００℃未満とすると、気孔率が大きくなり、耐摩耗性が低くなることがある。また、作
動ガスの温度を８００℃超とすると、ノズル詰まりを起こすことがある。ただし、このよ
うな範囲に何ら制限されるものではなく、本発明の効果を発現できるものであれば、この
範囲を外れていてもよいことは言うまでもない。
【００８１】
　さらに、作動ガスの種類としては、特に限定されるものではないが、例えば、窒素、ヘ
リウムなどを挙げることができる。これらは、１種を単独で用いてもよく、メインガスと
キャリアガスのように、複数種を組み合わせて用いてもよい。また、燃料ガスと窒素とを
混合して用いてもよい。
【００８２】
　さらに、上述鉄基合金原料粒子又は混合物としては、特に限定されるものではないが、
例えば、過飽和固溶体の状態であることが好ましい。過飽和固溶体の状態であることによ
り、大きい延性を有する、換言すれば、変形能を有するため、被膜層を効率よく形成する
ことができ、成膜性を向上させることができる。ここで、過飽和固溶体の状態である原料
粒子としては、特に限定されるものではないが、例えば、アトマイズ法などにより急冷凝
固させて得られる急冷凝固粒子を適用することが好ましい。
【実施例】
【００８３】
　以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定され
るものではない。
【００８４】
（実施例１）
　鉄基合金原料粒子として、日本工業規格Ｇ４４０３に規定されるＳＫＨ５１（大同特殊
鋼株式会社製、商品名：ＤＡＰＭＨ５１、分類：ＳＫＨ材／高速度鋼、成分：Ｆｅ－０．
８５Ｃ－４Ｃｒ－５Ｍｏ－６Ｗ－２Ｖ、粒度：－２０μｍ）を用意した。なお、「粒度：
－２０μｍ」とは、粒子径が２０μｍ以下であることを意味する（以下同様である。）。
また、このような粒度を測定・算出する際の「粒子径」としては、例えば、上述した「最
大長径」、具体的には、観察される粒子（観察面）の輪郭線上の任意の２点間の距離の最
大の距離を採用した。
【００８５】
　シリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の加工完了状態で、狙い被膜層厚み０
．５ｍｍを想定して、アルミニウム基材（日本工業規格Ｈ４０４０Ａ５０５６）の前加工
を行って、前加工されたアルミニウム基材を用意した。
【００８６】
　次いで、回転テーブルに用意したアルミニウム基材を装着し、回転テーブルを回転させ
ながら、用意した鉄基合金原料粒子を、用意したアルミニウム基材上に、コールドスプレ
ー装置（Ｉｎｏｖａｔｉ社製、Ｋｉｎｅｔｉｃ　Ｍｅｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ、ガス種：
Ｈｅ、ガス圧力：０．８ＭＰａ、ガス温度：６００℃）を用いて吹き付けて、被膜層厚み
１．０ｍｍの被膜層を基材上に形成した。
【００８７】
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　しかる後、機械加工により、実際のシリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の
形状に仕上げて、本例の摺動部材を得た。なお、被膜層厚みは、０．５ｍｍである（以下
同様である。）。
【００８８】
（実施例２）
　鉄基合金原料粒子として、日本工業規格Ｇ４３０３に規定されるＳＵＳ４４０Ｃ（大同
特殊鋼株式会社製、商品名：ＤＡＰ４４０Ｃ、分類：マルテンサイト系ＳＵＳ、成分：Ｆ
ｅ－１．１Ｃ－０．５Ｓｉ－０．５Ｍｎ－１７Ｃｒ、粒度：－２０μｍ）を用意した。
【００８９】
　シリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の加工完了状態で、狙い被膜層厚み０
．５ｍｍを想定して、アルミニウム基材（日本工業規格Ｈ４０４０Ａ５０５６）の前加工
を行って、前加工されたアルミニウム基材を用意した。
【００９０】
　次いで、回転テーブルに用意したアルミニウム基材を装着し、回転テーブルを回転させ
ながら、用意した鉄基合金原料粒子を、用意したアルミニウム基材上に、コールドスプレ
ー装置（Ｉｎｏｖａｔｉ社製、Ｋｉｎｅｔｉｃ　Ｍｅｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ、ガス種：
Ｈｅ、ガス圧力：０．８ＭＰａ、ガス温度：６００℃）を用いて吹き付けて、被膜層厚み
１．０ｍｍの被膜層を基材上に形成した。
【００９１】
　しかる後、機械加工により、実際のシリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の
形状に仕上げて、本例の摺動部材を得た。
【００９２】
（実施例３）
　鉄基合金原料粒子として、日本工業規格Ｇ４３０３に規定されるＳＵＳ４２０Ｊ２（大
同特殊鋼株式会社製、商品名：ＤＡＰ４２０Ｊ２、分類：マルテンサイト系ＳＵＳ、成分
：Ｆｅ－０．３５Ｃ－１３Ｃｒ、粒度：－３０μｍ）を用意した。
【００９３】
　シリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の加工完了状態で、狙い被膜層厚み０
．５ｍｍを想定して、アルミニウム基材（日本工業規格Ｈ４０４０Ａ５０５６）の前加工
を行って、前加工されたアルミニウム基材を用意した。
【００９４】
　次いで、回転テーブルに用意したアルミニウム基材を装着し、回転テーブルを回転させ
ながら、用意した鉄基合金原料粒子を、用意したアルミニウム基材上に、高圧型コールド
スプレー装置（ＣＧＴ社製、Ｋｉｎｅｔｉｃｓ４０００、ガス種：Ｎ２、ガス圧力：３．
５ＭＰａ、ガス温度：７５０℃）を用いて吹き付けて、被膜層厚み１．０ｍｍの被膜層を
基材上に形成した。
【００９５】
　しかる後、機械加工により、実際のシリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の
形状に仕上げて、本例の摺動部材を得た。
【００９６】
（実施例４）
　鉄基合金原料粒子として、日本工業規格Ｇ４４０４に規定されるＳＫＤ６１（大同特殊
鋼株式会社製、商品名：ＤＡＰＤＨＡ１、分類：ＳＫＤ材、成分：Ｆｅ－０．３５Ｃ－５
Ｃｒ－１．２５Ｍｏ－１Ｖ、粒度：－３０μｍ）を用意した。
【００９７】
　シリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の加工完了状態で、狙い被膜層厚み０
．５ｍｍを想定して、アルミニウム基材（日本工業規格Ｈ４０４０Ａ５０５６）の前加工
を行って、前加工されたアルミニウム基材を用意した。
【００９８】
　次いで、回転テーブルに用意したアルミニウム基材を装着し、回転テーブルを回転させ



(14) JP 2020-20008 A 2020.2.6

10

20

30

40

50

ながら、用意した鉄基合金原料粒子を、用意したアルミニウム基材上に、高圧型コールド
スプレー装置（ＣＧＴ社製、Ｋｉｎｅｔｉｃｓ４０００、ガス種：Ｎ２、ガス圧力：３．
５ＭＰａ、ガス温度：７５０℃）を用いて吹き付けて、被膜層厚み１．０ｍｍの被膜層を
基材上に形成した。
【００９９】
　しかる後、機械加工により、実際のシリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の
形状に仕上げて、本例の摺動部材を得た。
【０１００】
（実施例５）
　鉄基合金原料粒子として、日本工業規格Ｇ４３０３に規定されるＳＫＨ５１（大同特殊
鋼株式会社製、商品名：ＤＡＰＭＨ５１、分類：ＳＫＨ材／高速度鋼、成分：Ｆｅ－０．
８５Ｃ－４Ｃｒ－５Ｍｏ－６Ｗ－２Ｖ、粒度：－２０μｍ）を用意した。さらに、銅基合
金原料粒子として、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ合金（分類：銅合金（コルソン合金）、成分：Ｃｕ
－３Ｎｉ－０．７Ｓｉ、粒度：－３０μｍ）を用意した。さらに、コバルト基合金原料粒
子として、Ｃｏ合金（ケナメタルステライト社製、商品名：Ｔｒｉｂａｌｏｙ　Ｔ－４０
０、分類：Ｃｏ合金、成分：Ｃｏ－２８Ｍｏ－８Ｃｒ－２．５Ｓｉ、粒度：－４５μｍ）
を用意した。さらに、これらを混合して混合原料粒子を用意した。
【０１０１】
　シリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の加工完了状態で、狙い被膜層厚み０
．５ｍｍを想定して、アルミニウム基材（日本工業規格Ｈ４０４０Ａ５０５６）の前加工
を行って、前加工されたアルミニウム基材を用意した。
【０１０２】
　次いで、回転テーブルに用意したアルミニウム基材を装着し、回転テーブルを回転させ
ながら、用意した混合原料粒子を、用意したアルミニウム基材上に、高圧型コールドスプ
レー装置（ＣＧＴ社製、Ｋｉｎｅｔｉｃｓ４０００、ガス種：Ｎ２、ガス圧力：３．５Ｍ
Ｐａ、ガス温度：７５０℃）を用いて吹き付けて、被膜層厚み１．０ｍｍの被膜層を基材
上に形成した。
【０１０３】
　しかる後、機械加工により、実際のシリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の
形状に仕上げて、本例の摺動部材を得た。
【０１０４】
（比較例１）
　鉄基合金原料粒子として、日本工業規格Ｇ４３０３に規定されるＳＵＳ３１６Ｌ（大同
特殊鋼株式会社製、商品名：ＤＡＰ３１６Ｌ、分類：オーステナイト系ＳＵＳ、成分：Ｆ
ｅ－０．０２Ｃ－１７Ｃｒ－１３Ｎｉ－２Ｍｏ－０．９Ｓｉ、粒度：－３０μｍ）を用意
した。
【０１０５】
　シリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の加工完了状態で、狙い被膜層厚み０
．５ｍｍを想定して、アルミニウム基材（日本工業規格Ｈ４０４０Ａ５０５６）の前加工
を行って、前加工されたアルミニウム基材を用意した。
【０１０６】
　次いで、回転テーブルに用意したアルミニウム基材を装着し、回転テーブルを回転させ
ながら、用意した鉄基合金原料粒子を、用意したアルミニウム基材上に、高圧型コールド
スプレー装置（ＣＧＴ社製、Ｋｉｎｅｔｉｃｓ４０００、ガス種：Ｎ２、ガス圧力：３．
５ＭＰａ、ガス温度：７５０℃）を用いて吹き付けて、被膜層厚み１．０ｍｍの被膜層を
基材上に形成した。
【０１０７】
　しかる後、機械加工により、実際のシリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の
形状に仕上げて、本例の摺動部材を得た。
【０１０８】



(15) JP 2020-20008 A 2020.2.6

10

20

30

40

50

（比較例２）
　鉄基合金原料粒子として、日本工業規格Ｇ４３０３に規定されるＳＵＳ３０４Ｌ（大同
特殊鋼株式会社製、商品名：ＤＡＰ３０４Ｌ、分類：オーステナイト系ＳＵＳ、成分：Ｆ
ｅ－０．０２Ｃ－１９Ｃｒ－１１Ｎｉ、粒度：－３０μｍ）を用意した。
【０１０９】
　シリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の加工完了状態で、狙い被膜層厚み０
．５ｍｍを想定して、アルミニウム基材（日本工業規格Ｈ４０４０Ａ５０５６）の前加工
を行って、前加工されたアルミニウム基材を用意した。
【０１１０】
　次いで、回転テーブルに用意したアルミニウム基材を装着し、回転テーブルを回転させ
ながら、用意した鉄基合金原料粒子を、用意したアルミニウム基材上に、高圧型コールド
スプレー装置（ＣＧＴ社製、Ｋｉｎｅｔｉｃｓ４０００、ガス種：Ｎ２、ガス圧力：３．
５ＭＰａ、ガス温度：７５０℃）を用いて吹き付けて、被膜層厚み１．０ｍｍの被膜層を
基材上に形成した。
【０１１１】
　しかる後、機械加工により、実際のシリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の
形状に仕上げて、本例の摺動部材を得た。
【０１１２】
（比較例３）
　鉄基合金原料粒子として、Ｆｅ－Ｓｉ－Ｂ－Ｃｒ系アモルファス（分類：アモルファス
鉄基合金、成分：Ｆｅ－Ｓｉ－Ｂ－Ｃｒ、粒度：－２０μｍ）を用意した。
【０１１３】
　シリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の加工完了状態で、狙い被膜層厚み０
．５ｍｍを想定して、アルミニウム基材（日本工業規格Ｈ４０４０Ａ５０５６）の前加工
を行って、前加工されたアルミニウム基材を用意した。
【０１１４】
　次いで、回転テーブルに用意したアルミニウム基材を装着し、回転テーブルを回転させ
ながら、用意した鉄基合金原料粒子を、用意したアルミニウム基材上に、コールドスプレ
ー装置（Ｉｎｏｖａｔｉ社製、Ｋｉｎｅｔｉｃ　Ｍｅｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ、ガス種：
Ｈｅ、ガス圧力：０．８ＭＰａ、ガス温度：６００℃）を用いて吹き付けて、被膜層厚み
１．０ｍｍの被膜層を基材上に形成した。
【０１１５】
　しかる後、機械加工により、実際のシリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の
形状に仕上げて、本例の摺動部材を得た。
【０１１６】
（比較例４）
　コバルト基合金原料粒子として、ＣｏＮｉＣｒＡｌＹ（Ｉｎｏｖａｔｉ社製、商品名：
ＫＭＣｏＮｉＣｒＡｌＹパウダー、分類：コバルト基合金、成分：Ｃｏ－３２Ｎｉ－２１
Ｃｒ－８Ａｌ－０．５Ｙ、粒度：－２２μｍ）を用意した。
【０１１７】
　シリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の加工完了状態で、狙い被膜層厚み０
．５ｍｍを想定して、アルミニウム基材（日本工業規格Ｈ４０４０Ａ５０５６）の前加工
を行って、前加工されたアルミニウム基材を用意した。
【０１１８】
　次いで、回転テーブルに用意したアルミニウム基材を装着し、回転テーブルを回転させ
ながら、用意したコバルト基合金原料粒子を、用意したアルミニウム基材上に、コールド
スプレー装置（Ｉｎｏｖａｔｉ社製、Ｋｉｎｅｔｉｃ　Ｍｅｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ、ガ
ス種：Ｈｅ、ガス圧力：０．８ＭＰａ、ガス温度：６００℃）を用いて吹き付けて、被膜
層厚み１．０ｍｍの被膜層を基材上に形成した。
【０１１９】
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　しかる後、機械加工により、実際のシリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の
形状に仕上げて、本例の摺動部材を得た。
【０１２０】
（比較例５）
　銅基合金原料粒子として、Ｃｕ－Ｎｉ－Ｓｉ合金（分類：銅合金（コルソン合金）、成
分：Ｃｕ－３Ｎｉ－０．７Ｓｉ、粒度：－３０μｍ）を用意した。
【０１２１】
　シリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の加工完了状態で、狙い被膜層厚み０
．５ｍｍを想定して、アルミニウム基材（日本工業規格Ｈ４０４０Ａ５０５６）の前加工
を行って、前加工されたアルミニウム基材を用意した。
【０１２２】
　次いで、回転テーブルに用意したアルミニウム基材を装着し、回転テーブルを回転させ
ながら、用意した銅基合金原料粒子を、用意したアルミニウム基材上に、高圧型コールド
スプレー装置（ＣＧＴ社製、Ｋｉｎｅｔｉｃｓ４０００、ガス種：Ｎ２、ガス圧力：４Ｍ
Ｐａ、ガス温度：６００℃）を用いて吹き付けて、被膜層厚み１．０ｍｍの被膜層を基材
上に形成した。
【０１２３】
　しかる後、機械加工により、実際のシリンダヘッドにおけるエンジンバルブの着座部の
形状に仕上げて、本例の摺動部材を得た。各例の仕様の一部を表１～表４に示す。
【０１２４】
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【０１２５】
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【表２】

【０１２６】
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【表３】

【０１２７】
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【表４】

【０１２８】
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　ここで、表３及び表４において、ナノ結晶組織の有無、非晶質組織の有無、析出物の有
無や詳細、ミクロ結晶組織の有無、及び被膜層における各粒子や気孔の比率は、走査型電
子顕微鏡、透過型電子顕微鏡を用いた観察、エネルギー分散型Ｘ線分析、後方散乱電子回
折分析などによって特定した。
【０１２９】
　また、表３及び表４において、鉄基合金粒子（基地）等のビッカース硬さは、日本工業
規格で規定されているビッカース硬さ試験（日本工業規格Ｚ２２４４）に準拠して測定・
算出した。なお、算術平均値を求めるために測定数を１０箇所とした。また、測定位置を
定めるに当たって、被膜層の走査型電子顕微鏡像や透過型電子顕微鏡像などの観察、エネ
ルギー分散型Ｘ線分析、後方散乱電子回折分析の結果などを利用した。
【０１３０】
［性能評価］
　上記各例の摺動部材について、下記の要領で耐摩耗性を評価した。
【０１３１】
（耐摩耗性）
　高千穂精機株式会社製のバルブシート摩耗試験機を用い、下記の試験条件下、摩耗量を
測定、算出した。具体的には、形状測定装置を用いて試験前と試験後のシリンダヘッドに
おけるエンジンバルブの着座部の形状を取得し、４箇所の摩耗量を測定し、平均値を算出
して、これを摩耗量とした。得られた結果を表３及び表４に併記する。
【０１３２】
　表３及び表４より、本発明の範囲に属する実施例１～実施例５は、本発明の範囲外の比
較例１～比較例５よりも、優れた耐摩耗性を有することが分かる。
【０１３３】
　これは、上述した所定の被膜層を備えた摺動部材であるためと考えられる。具体的には
、被膜層が、粒子表面側にナノ結晶組織及び非晶質組織のいずれか一方又は双方を有する
鉄基合金粒子を含み、鉄基合金粒子が炭素と炭化物を含み、鉄基合金粒子における炭素分
の含有率が０．０８質量％以上であるためと考えられる。
【０１３４】
　また、本発明の範囲に属する実施例１～実施例５が、本発明の範囲外の比較例１～比較
例５よりも、優れた耐摩耗性を有するのは、上述した所定の被膜層を備えた摺動部材であ
り、さらに、鉄基合金粒子におけるクロム分の含有率が０．２０質量％以上であるためと
も考えられる。さらに言えば、鉄基合金粒子がクロム炭化物を含むためとも考えられる。
【０１３５】
　さらに、本発明の範囲に属する実施例１、実施例４及び実施例５が、実施例２及び実施
例３よりも、優れた耐摩耗性を有するのは、上述した所定の被膜層を備えた摺動部材であ
り、さらに、鉄基合金粒子におけるクロム分の含有率が０．２０質量％以上であり、さら
に、鉄基合金粒子がバナジウム、タングステンなどを含むためとも考えられる。さらに言
えば、鉄基合金粒子がクロム、バナジウム、タングステンなどの炭化物を含むためとも考
えられる。
【０１３６】
　また、本発明の範囲に属する実施例１及び実施例５が、実施例２～実施例４よりも、優
れた耐摩耗性を有するのは、上述した所定の被膜層を備えた摺動部材であり、さらに、鉄
基合金粒子におけるクロム分の含有率が０．２０質量％以上であり、さらに、鉄基合金粒
子がバナジウム、タングステンなどを含み、さらに、鉄基合金粒子におけるバナジウムの
含有率が０．９０～５．２０質量％であり、タングステンの含有率が１．２０～１９．０
質量％であるためとも考えられる。さらに言えば、鉄基合金粒子がクロム、バナジウム、
タングステンなどの炭化物を含む日本工業規格Ｇ４４０３に規定される高速度工具鋼であ
るためとも考えられる。
【０１３７】
　さらに、本発明の範囲に属する実施例１～実施例５が、本発明の範囲外の比較例１～比
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あり、さらに、被膜層の気孔率が５面積％以下であるためとも考えられる。
【０１３８】
　また、本発明の範囲に属する実施例１～実施例５が、本発明の範囲外の比較例１～比較
例５よりも、優れた耐摩耗性を有するのは、上述した所定の被膜層を備えた摺動部材であ
り、さらに、鉄基合金粒子が、粒子中心側にミクロ結晶組織を含む芯部を有するためとも
考えられる。
【０１３９】
　さらに、本発明の範囲に属する実施例５が、実施例１よりも、優れた耐摩耗性を有する
のは、上述した所定の被膜層を備えた摺動部材であり、さらに、被膜層が、複数の粒子と
して銅基合金粒子及びコバルト基合金粒子のいずれか一方又は双方を含むためとも考えら
れる。
【０１４０】
　また、本発明の範囲に属する実施例２が、実施例３よりも、優れた耐摩耗性を有するの
は、上述した所定の被膜層を備えた摺動部材であり、さらに、鉄基合金粒子がケイ素を含
むためとも考えられる。さらに言えば、鉄基合金粒子がクロムケイ化物を含むためとも考
えられる。
【０１４１】
　以上、本発明を若干の形態及び実施例によって説明したが、本発明はこれらに限定され
るものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形が可能である。
【符号の説明】
【０１４２】
　１，２　摺動部材
１０　基材
２０　被膜層
２０ａ　表面
３０　粒子
３１　鉄基合金粒子
３１Ａ　ナノ結晶組織及び／又は非晶質組織（層状部）
３１Ｂ　析出物
３１Ｃ　芯部
３２　銅基合金粒子
３３　コバルト基合金粒子
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